
  
 

平成２９年１２月１５日 

鉄道局都市鉄道政策課                               

 

大阪市交通局の株式会社化に伴う 

大阪市営地下鉄の事業譲渡に係る許認可について 

 

鉄道局長より、大阪市及び大阪市高速電気軌道㈱に対し、譲渡譲受認可状・

許可状の交付を行います。 

 
平成２９年３月２８日、大阪市議会において、大阪市交通局の株式会社化に関する条

例が可決したことを受け、大阪市及び大阪市高速電気軌道株式会社から申請がなされて

いた鉄道事業の譲渡譲受認可事案及び軌道事業の譲渡許可事案について、国土交通大臣

は、平成２９年１２月１８日付けで、申請どおり認可、許可します。申請の概要は別紙

のとおりです。 

 

なお、認可状及び許可状の交付を下記のとおり行います。 

 
記 

 

１． 日 時 ： 平成２９年１２月１８日（月）１５：００～ 

 

２． 場 所 ： 国土交通省（合同庁舎３号館）６Ｆ  鉄道局長室 

 

３． 交付者 ： 国土交通省 鉄道局長        藤井 直樹 

 

４． 受領者 ： 大阪市   市長          吉村 洋文 

          大阪市高速電気軌道㈱ 代表取締役  塩谷 智弘 

 

５． 取材等 ： 取材・撮影はフルオープンです。希望される方は、１４：４５まで 

     に、６Ｆエレベーターホールにお集まりください。 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 

 鉄道局都市鉄道政策課 海老澤、大橋、辻 

TEL 03-5253-8111（内線 40451） 

      03-5253-8536 

FAX 03-5253-1635 

近畿運輸局同時発表 



大阪市交通局の鉄軌道事業の譲渡譲受について 

 

 

１． 譲渡譲受申請者 

○譲渡人 大阪市  市長 吉村 洋文 

○譲受人 大阪市高速電気軌道株式会社 代表取締役 塩谷 智弘 

       （大阪市交通局長が兼務） 

 

２． 路線の概要 

○地下鉄８路線  

 ・営業キロ：１２９．９ｋｍ 

 ・事業種別：軌道（１２７．５ｋｍ）、鉄道（２．４ｋｍ） 

○ニュートラム 

 ・営業キロ：７．９ｋｍ 

 ・事業種別：軌道（４．６ｋｍ）、鉄道（３．３ｋｍ） 

 

３． 譲渡譲受の価格 

約４，８４３億円（平成３０年度期首）※譲渡譲受契約時の試算額 

 

４． 譲渡予定日 

平成３０年４月１日（予定） 

 

５． スケジュール 

平成２９年 ３月２８日 大阪市議会本会議において、大阪市交通局の株式会社化

（民営化）に関する条例が可決 

平成２９年 ６月 １日 大阪市高速電気軌道(株)の設立 

平成２９年 ９月２７日 大阪市交通局・大阪市高速電気軌道（株）間において譲渡

譲受契約 

平成２９年１０月１７日 譲渡譲受認可（鉄道）・許可（軌道）申請 

平成２９年１２月１８日 譲渡譲受認可・許可 

別紙 
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